I. 名称　東庄病院地域医療研修プログラム　Ver.2

II.はじめに

　東庄町国保東庄病院は、地域に密着した医療を実施することを目指して1996年に新築移転した。住民の皆さんの希望にできるだけ広く答えられるように救急医療を始め、また適切に高度な専門医療へつなげられるように医療連携も重視してきた。住み慣れた地域でできるだけの医療が受けられるように、リハビリテーション、訪問診療も実施している。

そうした幅広い医療に対応する医師を育てるためには、大学病院や中核病院での専門医の研修とは異なる研修が必要と考え、実際の地域医療に即したこの研修プログラムを作成した。

III.対象

自治医科大学地域医療後期研修プログラム研修医

IV.修了年限　

1年間(地域医療1)または2年間(地域医療2)

V.研修のゴール
当プログラムを修了した医師は、地域の第一線医療機関における外来・入院・訪問診療ができる高い臨床能力を有し、介護保険サービスとの連携や保健事業の立案と実行などに参画できるなど他職種の人々との良好なコミュニケーションが取れるようになる。

VI.研修目標

1.医療　(1)外来診療　初診外来・再診外来がひとりでできる。

        (2)救急外来　ACLS、トリアージ、救急車での転院搬送が

できる。
        (3)訪問診療　在宅での診療、患者さんや家族への療養の

指導、終末期の援助ができる。

　　　　(4)入院診療　入院診療ができる。

　　　　(5)検査　　　腹部超音波検査、上部消化管内視鏡検査ができる。

　　　　　　　　　　　地域医療2のコースでは下部内視鏡検査もできる。

2.保健　(1)予防接種　予防接種を実施し、副反応に対応できる。

        (2)健診　　　母子保健・成人保健の健診事業を理解し

　　　　　　　　　　健診後の精査ができる。

　　　　(3)学校医　　児童の健診ができる。就学指導委員会に

おいて適切な指導ができる。

        (4)保健事業の立案に参画することができる。

3.福祉　(1)生活保護、医療費の公的支援などにつき理解できる。

        (2)社会福祉協議会、ボランティアの活動を理解し、　　患者さんやご家族に紹介できる。

4.介護  (1)介護保険制度を理解し利用方法を指導できる。

        (2)主治医意見書・訪問看護指示書を書くことができる。

        (3)介護認定審査を理解し審査委員として参加できる　

実力を備える。

　　　　(4)ケアマネージャーに連絡・指導することで

　　　　　患者さん・ご家族を支援できる。

5.健康教育

　　　　(1)健診の事後指導ができる。

　　　　(2)健康教育を企画・実施できる。

6.産業医活動を理解することができる。

VII.資源　

1.指導者　

研修責任者：院長　髙石　佳則
(内科専門医、消化器病専門医、プライマリ・ケア学会

指導医、人間ドック学会認定指定医、認定産業医、

診療情報管理士、介護支援専門員)

指導医　　：庄司　行孝(内科学会認定医、循環器内科)

　　　　　　小又　誠一(内科学会認定医、消化器内科)

　　　　　　鈴木　孝典(脳神経外科)

超音波検査士・臨床検査技師：菅井章江

健康福祉課長：高木　進

2.研修施設　

東庄町国民健康保険　東庄病院

東庄町保健福祉総合センター

　　　保健センター

　　　地域包括支援センター

　　　訪問看護ステーション

　　　健康福祉課

　　　デイサービスセンター

日本プライマリ・ケア学会の認定医研修施設群として

　　　認定を受けている。

　　　上記の施設外でも短期研修ができる。たとえば、上部・下部内視鏡検査、心臓超音波検査など。

VIII.研修スケジュール

グループ診療の一員として、指導を受けつつ共に診療する。

1.年間　イベントなどの一例

春　予防接種、学校健診

　　　　夏　住民基本健診事後指導、職員健診

　　　　秋　千葉県国民健康保険直営施設協会医療学会発表など

　　　　冬　次年度保健事業立案

2.週間　外来診療　週1-2回、訪問診療　月2回、
上部消化管検査　週1回、腹部超音波検査　週1回、
3.日程　病棟業務：回診、朝夕のカンファランス

レントゲン読影会、内視鏡検査・超音波検査読影会

IX.評価と修了認定

　自己評価、研修委員長による面接、指導者全員からの評価をもとに研修管理委員会で修了を認定する。

X.このプログラムの特徴

　医療・保健・福祉・介護の各分野にわたる研修ができる。

　電子カルテ・画像管理システムを装備しており、情報共有化などで効率的な研修ができる。

　施設外での短期研修(月単位のブロック研修、あるいは週1回の継続研修など)ができる。

付則　東庄町職員として雇用され、出産休暇、育児休暇が取れる。

